
 ただいま提 出い たしました議 案の 概要につきま して 、ご説明申 し上げ

ます。  

 

 議第 140 号から 議第 149 号までは 、いずれも 給与改 定に係るもの でご

ざいまして 、去る 10 月 16 日に人事 委員会から職 員の 給与等に関す る勧

告を受けまし たこ となどから 、これ を踏まえ、予算の 補正および条 例の

改正を行おう とす るものでござ いま す。  

 

まず、予算の 補正 に関してでご ざい ますが、  

議第 140 号は一般 会計予算につ いて 、  

議第 141 号は特別 会計予算につ いて 、  

また、議第 142 号から議第 144 号ま では企業会計 予算 について、それぞ

れ所要の調整 を行 おうとするも ので ございます。  

  

 議第 145 号から 議第 149 号までは 、条例案件で ござ います。  

 

 議第 145 号は、特別職の期末 手当 の支給割合を 改定 しようとする もの

でございます 。  

 

 議第 146 号およ び議第 148 号は、職員および公 立学 校職員の給料 月額

および勤勉手 当の 支給割合等を 改定 しようとする もの でございます 。  

 

 議第 147 号は、民間における 退職 給 付の実情に 鑑み 、国に準じ て退職

手当の額を引 き下 げるため、改 正し ようとするも ので ございます。  

 

 議第 149 号は、義務教育費国 庫負 担金の最高限 度額 の算定方法が 見直

されたことに 伴い 、教員特殊 業務手 当の額の改定 を行 うため、改 正しよ

うとするもの でご ざいます。  

 

 以上、何とぞよ ろしくご審議 いた だきますよう 、お 願い申し上げ ます 。 


